
住所変更に伴って発生する費用について
はどうなりますか？

市で発行する住居表示変更証明書（市か
ら無料で配布）を添付すると、各種申請
手数料は免除されます。ただし、司法書
士や代行業者等へ手続きの代行を依頼さ
れた場合は、報酬等の代行費用が発生し
ます。
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住居表示実施後の手続きはどうしたら
よいのか？

住民票、印鑑登録や不動産登記の表題
部については市で変更しますので手続
き不要です。個人で必要な手続きもあ
りますので、市役所都市計画課に確認
をお願い致します。

行政区、自治会、学区の範囲は変わりま
すか？

住居表示を実施しても行政区、自治会、
学区が変わることはありません。

住所変更の手続きはいつからできます
か？

個人で必要な手続きについては、住居
表示実施日以降に行ってください。




